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 │∂╘⌐ 

₈ ●☻ ₉ ₈ ₉≤™℮⁹ │⁸ ─ ◖꜡♫►▬ꜟ☻

ה☻●ה ╩ ≤⇔⁸ ─₈ ☻●ה

₉─ ≤⌂╠⌂™ ─ ●☻ ⌐ ⇔≡⁸ ●☻

₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ⇔√ ─ ⅝⌐╟╡ ╩ ╢╙─≢∆⁹ 

─ ⅝│⁸ ⅛╠ ─ ╩ ↑√ ●☻ ₈ ₉≤™℮⁹⅜⁸

⌐ ∆╢ ⌐ ⇔≡⁸ ⅝╩ ℮√╘⌐ ⌂ ₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ∆

╢↓≤⌐╟╡ ™╕∆⁹ 

─ ⌐№√╡⁸ ┘ ⅛╠ ⌂ ⅜ ╘╠╣≡⅔╡⁸ ⌐ ∆╢ │⁸

₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ─ ⌐≈™≡ ─ ⁸ ⌐ ╢ ⅝─

⌂ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹ 

 

│⁸ ●☻ ─ ─ ╩ ╢√╘─╙─≢∆⁹ ─

⌐ ╦∑≡ ⌂ →╩ ℮⌂≥⁸ ─ ╩ ⇔√ │ ╘╠╣╕∑╪⁹ 

⌐ ∆╢ ≡─ ⌐⅔™≡⁸ ⌂╢ ⅜№∫≡╙∕─ ⌐ ─ ╩ ╦

⌂™≢ↄ∞↕™⁹ 

│ ⅛╠ ─ ╛ ─ ⅜№∫√ ⁸ ╛⅛⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ⌂

⅜⌂™ ⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™ ⅜№╡╕∆⁹ 

⌐ ∆╢√╘─ ⅝ ₈ ₉≤™℮⁹ ╩ ₈ ₉≤™℮⁹

∆╢ ⌐ ⅝╩ ⇔√ ⁸↓╣⌐ ⇔√ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∑╪⁹╕√⁸

┼─ ╩ ↑≡™╢ ≢№∫≡╙⁸ ╘╠╣√ ╕≢⌐ ⌂ ⅜ ↕╣⌂™

⌂≥│⁸ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∑╪⁹ 

─ │ ≢№╢↓≤⅛╠⁸ │ 5 10 ╕≢ ⇔

⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹╕√⁸ │ ⅛╠─ ╘⅜№∫√ ⌐⁸™≈≢╙ ⌐ ∑╢╟℮⌐

⇔≡⅔⅛⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ 

╡∕─ ─ ⌂ ⌐╟╡⁸ ╩ ⌐ ⇔√ ™⅜№╢ ⁸ ⌐ ⇔ ⌐

∂≡ ╩ ⇔╕∆⁹╕√⁸ ─ ⁸ ⅜ ╘╠╣√≤⅝│⁸ ─ ╩

╦⌂™≤≤╙⌐⁸ ╖─ ─℮∟ ╡ ⇔ ≤⌂∫√ ╩ ⅜ ∆╢ ╕

≢⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ 

⌐ ─⌂™ ⌐≈™≡│⁸ │ ⅛╠─ ⌐ ℮╙─≤⇔╕∆⁹ 
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 ─  

 

◄Ⱡꜟ◑כ ⅜ ∆╢ ⁸ ●☻ ╩ ⇔√ ─ ⅝⌐╟╡⁸ ─

●☻ ─ ╩ ╢╙─≢∆⁹ 

 

 

≢ ●☻╩ ∆╢ ╩ ⌐⁸ ⅜ ∆╢ ⅝ ⌐╟╡⁸ ─

ⱷכ♃כ √╡─ ●☻ ≤ ─ ╟╡ ⅝╩ ∫√ ⌐

⇔⁸ ⅝─ ┘ ╩ ≤⇔≡ ⇔╕∆⁹ 

 

⅝─  

≢ ה ─ ●☻╩ ∆╢ ₈ ₉≤™℮⁹  

β  ◖Ⱶꜙ♬♥▫כ●☻ ●☻ ╩ ∆╢ ╩ ╗⁹ 

β  ─ │ ≤⌂╠⌂™⁹ 

 ̧ ⌂≥─ ⌐⅔↑╢ ●☻ ─ ●☻╩ ∆╢  

 ̧ ⌐╟╡ ╩ ↑╢  

 ̧ │ ─ ╩ ∆╢√╘─ ╛ ⁸  

β ⅜ ∆╢ ╛ ─ ⌐ ∆╢ ⁸ ⁸ ⁸

⌂≥ │ ≤⌂╢ 

 

⅝─  

[ ] 

1 1ⱷכ♃כ ⌐≈⅝⁸ 500  

5 1 ⅛╠ 5 9 ╕≢─9⅛ ≢4,500─  

[ ⅝ ] 

≤⇔≡⁸ 5 7 8 ⅛╠9 10 ─3⅛ 3

─ ≤ ─ ⅛╠⁸ 1,500 ─ ⅝╩ ™╕∆⁹ 

⅝─Ɽ♃כfi  

₃ ─ ⌐ ≠⅝⁸ ↓─Ɽ♃כfi≢ ⅝╩ ∆╢ 

1 7  8  1,500  

2 8  9  1,500  

3 9 10  1,500  

7 ─ ⅝ ─ ⅜⁸ 8,000 8,800─  

8,000  1,500 ⅝  6,500 

 650 

⅝ ─  7,150 
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≤⇔≡⁸Ɽ♃כfi ─ ⌐╟╡ ⅝╩ ™╕∆⅜⁸ ─ ╛7 8

─ ⅝⌐ ⌐ ╦⌂™⌂≥⁸╛╗╩ ⌂™ ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ╩ ∫√ ≢

╩╕≤╘≡ ⅝∆╢↓≤╙ ≤⇔╕∆⁹ ⅝─Ɽ♃כfi  

╕√⁸ ⅜ ⌂™ ╛ ─ ≢─ ⌐╟╡⁸ ─ ⅜ ⅝ ─1,500

⌐ √⌂™ │⁸ ≤ ⅜ ⅝ ≤⌂╡╕∆⁹ ⅝─Ɽ♃כfi  

⌂⅔⁸ ≤ ⅜ ⅝ ≤⌂∫√ ⁸ ─ ⅝ ─1,500 ≤─ ⌐≈™

≡ ⌐ ╡ ∆ │ ™╕∑╪⁹ 

Ɽ♃כfi ─╟℮⌐ ╩╕≤╘≡ ⅝∆╢ ⌐⅔™≡ ─ ⅜ ≢№╡⁸∕

─ ⌐Ɽ♃כfi ─╟℮⌐ ⅜ ⅝ ─1,500 ⌐ √⌂™ ╩ ╗ │⁸

─ ─ ⅛╠≢│⌂ↄ⁸ ₁─ ⅛╠ ⅝╩ ™╕∆⁹ ⅝─Ɽ♃כfi  

⅝─Ɽ♃כfi ╩╕≤╘≡ ↄ  

₃ Ɽ♃כfi ─ ≢─ ⅝⅜ ⅎ⌂™  

₃ ⌐≥─ ─ ⅜ ╕╣╢⅛⌐╟╡⁸ ⅝─ ⅜ ⌂╢ 

7⁸8 ╛8⁸9 ─2⅛ ─ ⅛╠ ↄ 3,000  

7 9 ─3⅛ ─ ⅛╠ ↄ         4,500  

⅝─Ɽ♃כfi ⅜ ⅝ ─  

₃ ⅜1,500 ─  

₃ ╩ ⅝ ≤∆╢ 

⅝ ─ ⅜⁸ 1,000 1,100 ─  

1,000  1,000 ⅝  0  

⅝ ─  0  

⅝─Ɽ♃כfi Ɽ♃כfi ≤Ɽ♃כfi ⅜ ⌐ ↓∫√  

₃ Ɽ♃כfi ⌐⅔™≡ ─ ⅜ ≢№╡⁸∕─ ⌐ ⅜ ⅝ ⌐ √⌂™

Ɽ♃כfi ⅜ ╕╣≡™╢  

₃ ─ ─ ⅛╠≢│⌂ↄ⁸ ₁─ ⅛╠ ⅝╩ ∆╢ 

7 ⅜1,300 ⁸8 ⅜3,000 ≢2⅛ ╩ ↄ  

1,3007  1,300 7 ⅝     0  

3,0008  1,500 8 ⅝  1,500 

 150  

⅝ ─  1,650  
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⅝─  

⅜ ⌐╟╢ ⅝╩ ∆╢ │⁸₈ ●☻ ⌐╟╢ ⅝⅜ ╦

╣╢↓≤₉╩ ⌐ ⇔≡ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

⌐≈™≡│⁸Ɫ●◐─ ⁸ⱷכꜟ─ ⁸ ⌐ ⌂≥⁸ ⌐⅔™≡ ⌐

⌂ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹╕√⁸ ─ⱱכⱶⱭכ☺ ⌐ ∆╢ ≢╙⁸

⌐ ⇔≡ ⌐ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹ 

⌂⅔⁸ │ ⅝ ⌐1 ─╖ ⇔╕∆⅜⁸ ─ ⌐ ⅜№∫√ ⌐│⁸

⌐ ∏ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹ 

⌐ ∆╢  

⅜ ∆╢₈ ●☻ ₉⌐╟╡⁸7 ⅛╠ 9 ─ ─

⅛╠⁸ 1,500 ╩ ⌐⁸ 4,500 ╩ ⅝⇔╕∆⁹ 

 

◖Ⱶꜙ♬♥▫כ●☻ ┼─  

●☻ ●☻ 3 ─ ╩ ↑√ ⅜ ⅝╩ ∆╢ ⁸●☻

14 ┘ 15 ⌐ ≠ↄ₈ ─ ┘ ₉⅜ ⇔╕∆⁹↕╠⌐⁸ ⌐

╩⅔ ∟─ ⁸ ─ ≢ ∆╢√

╘⁸₈ ₉─ ⅜ ≤⌂╡╕∆⁹ 

β ⌐≈™≡│⁸ ◄Ⱡꜟ◑כ  ●☻ 052-951-2820╕≢⅔

™ ╦∑ↄ∞↕™⁹ 

 

⅝ ─  

⅜ ⌐╟╢ ⅝╩ ∆╢ ⁸ ⅜ ⅝─ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢╙

─≤⇔≡⁸ ─ ⁸ ⁸ ⁸Web ⌂≥⌐ ─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

⅝─ ─√╘─  

 ̧ ⅝ ─  

 ̧ ⅝ ≢─ ⅝≢№╣┌1,500 

β  ⅜ ↕╣≡™╢↓≤╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╣┌⁸ ⅝ ─╖─ ≢╙ ⇔ ⅎ№

╡╕∑╪⁹ 

β  ₈ ⅝─ ₉≤₈ ⅝ ─ ₉╩1≈─ ⌂≥ ≢ ⌐ ∆╢↓≤╙

≢∆⁹ 
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●☻ ─  

⌐ ∆╢ │⁸ ─ ╩∆═≡ √⇔⁸ ⌐ ╘╢ ⌐ ∆╢ ⅜№

╡╕∆⁹ 

ᵑ ─ ⌐ ●☻╩ ∆╢ ─ │ ╦⌂™  β  

ᵒ ⌐ ⇔≡ ⅝─ ╩ ™⁸ ⅝─ ╩ ≢⅝╢  β  

ᵓ ≤⇔≡⁸ ⅛╠─ ⅝⅜ ≢⅝╢  

ᵔ │ ⅛╠─ ┼─ ⅜≢⅝╢  

ᵕ ⌐ ─ ╩ ⇔⁸∕─ ╩ ∂≡ ≢ ⌐ ╢ ╩ ℮↓

≤⅜≢⅝╢  

ᵖ │ ╩™℮ ╛∕─ ─ ⅜ ─ ─ ⌐

╟╢ ⁸ ⁸ ─ ⌐ ⇔⌂™↓≤ 

β  ₈ ●☻─ ─ ┘ ─ ⌐ ∆╢ ₉ 3 1 ─ ╩ ↑√

┘₈●☻ ₉ 3 ─ ╩ ↑√ ≢№∫≡⁸ ה ─ ●☻╩ ∆╢  

β  ⁸ ⌐≡ ⇔√  

 

●☻ ┼─  

┼─ ⅝╩ ⇔√ ⌐ ⇔≡⁸ ─ ╩ ≤⇔≡ ⇔╕∆⁹ ─

│ ⁸ ─ ⅝ ⌐ ℮ ⌐⅔™≡ ⌂ ⅝─ ╩ ⁸ ⇔≡

™ ⇔╕∆⁹√∞⇔⁸ ™≢│⁸ ⌐⅔™≡ ─ ⅜ ⇔ↄ ≢№╢ │⁸

⅝─ ≤⌂╢ ╩ ╙∫≡ ™ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹ 

[ ⅝─ ] 

⌐≈⅝ ,  

[ ] 

⌐≈⅝  
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 ⅝─  

⅝─ ╣ 

─ ⅝─ ╣│ ─ ╡≢∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

╕√⁸ ⅝─ ─ ™⌐ ∆╢ ⅝─ ╣│ ─ ╡≢∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⅝  

─Web◘▬♩╟╡ ╩♄►fi꜡⁸⇔♪כ ⱷכꜟ⌐≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

╛╗╩ ⌂™ │ ⌐╟╢ ╙ ╘╕∆⅜⁸ ─ ⌂≥╩ ←√╘⌐⁸ ⅜

⌂ ◒♇Ɽכ♃꜠⁸ ⌐╟╢↓≤≤⇔╕∆⁹ 

β ∆═≡─ ⌐≈™≡ │ ≢∆⁹ 

β ╩Web◘▬♩⅛╠ ≢⅝⌂™ │ ╟╡ ⇔╕∆─≢⁸↔ ↄ∞↕™⁹ 

₃ Web◘▬♩ http://www.gifulpg.or.jp/notice/230605notice.html  

₃ E- mail gifu - shikyu@g- shikyu.com 

₃ ₔ500- 8384 Ί  

 

●☻  ☿fi♃כ  

β ⅜ ⌂ ◒♇Ɽכ♃꜠⁸ ≢ ∆╢↓≤ 

http://www.gifulpg.or.jp/notice/230605notice.html
mailto:gifu-shikyu@g-shikyu.com
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⅝⌐≈™≡ 

ᵑ  

⅜ ⌐╟╢ ⅝╩ ∆╢⌐│⁸₈ ₉⌐╟╡ ╩ ℮ ⅜№

╡╕∆⁹ │⁸ ╛ ≢│⌂ↄ⁸ ≢ ∫≡ↄ∞↕™⁹ 

─ ⁸ ┼─ ╩ √∆↓≤╩ ⇔⁸₈ ₉⌐╟╡

┼─ ─ ╩ ™╕∆⁹ 

⌂⅔⁸ ≢─ ⅜ ⌂ │⁸ ⌐ ╕≢↔ ↄ∞↕™⁹ 

ₒ ─ ⁸ ₓ 

 5 6 12   5 7 5 17  

 

  

1   

2 ₈ ●☻ ₉─ ⇔ │⁸₈ ₉─  β  

3   

4 ─ ┘⁸ ╩╘ↄ∫√ ⅝Ɑכ☺ ─ ⇔ β  

5   

β  ─ ⅜ ≢⅝╢↓≤ 

β  Ⱡ♇♩ ─ │ ⌂≥─ ⇔ 

 

ᵒ ™ ⌂ ─╖  

⅝─ ─ │⁸ ⁸ ─ ⅝ ─ ™⌐╟╢ ≤⇔╕∆⁹√∞⇔⁸

™≢│⁸ ⌐⅔™≡ ─ ⅜ ⇔ↄ ≢№╢ ⁸7 ≤8 ─ ⅝

─ ⌐≈™≡₈ ₉⌐╟╡ ™ ™ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹ 9

─ ⅝─ ⌐≈™≡│ ™╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∑╪⁹  

⌐│⁸ ─ ≤⇔≡⁸ ⅝ ≤⌂╢ ─ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢

₈ ₉╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ≤ ─ ⁸ ⌐╟╢ ╩

≡ ™╩ ⇔⁸ ╩ ⇔╕∆⁹ 

⌂⅔⁸∆═≡─ ⅝⅜ ⇔⁸ ∆═⅝ ─ ⅜ ⇔√ ⌐⅔™≡⁸ ⌐∕─ ╩

ⅎ╢ ™⅜ ╦╣≡™√ │⁸∕─ ╩ ⌐ ⇔≡™√∞⅝╕∆⁹ 

ₒ ™─ ⁸ ─ ⁸ ₓ 

™─ 7 ≤8 ≢  ⌐ ⇔√ ×1,500 

 

 ™  

7 ─ ⅝ 1  5 7 5 17  7   8  

8 ─ ⅝ 2  5 8 4 17  8   9  
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1   

2 1 ─ ─╖  β 

β ╩ ⌂₈ᵑ ⌂≥₉⁸₈ᵒ ₉╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢ ╩ ⇔⁸

⁸ ≡⌐♃כ♦ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ │⁸ ₈ ₉╩ ⇔≡ ™√∞ↄ

⅛⁸ ⅜ ∆╢◦☻♥ⱶ ⅛╠ ─♃כ♦╢╣↕ ≢╙ ⇔ ⅎ№╡╕∑╪⁹ 

 

ᵓ  

7 ┘8 ─ ⅝─ ⁸ ─ ≤ ⅝⇔√ ─

╩₈ ₉⌐╟╡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

⌂⅔⁸7 ─ ─ ⌐│⁸ ⌐ ∆╢₈ ⅝─ ₉ ┘₈ ⅝ ─ ₉─

╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢ ─◘fiⱪꜟ╩ ≈ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ₒ ⁸ ₓ 

7 ─  5 19 15 17  

8 ─  5 10 13 17  

 

  

1   

2 ⅝─ ─ ⌐ ∆╢◘fiⱪꜟ 7 ─ ─╖  β  

3 ⅝ ─ ─ ⌐ ∆╢◘fiⱪꜟ 7 ─ ─╖  β  

β  ╩ ∫√ ─Ɫ●◐╛ ─ ⇔⁸ ⱷכꜟ ─ ⇔  

β  ⁸ ⁸ ⁸Web ─ ⇔  

β  ₈ ⅝─ ₉≤₈ ⅝ ─ ₉╩ ≈─ ⌂≥ ≢ ⌐ ≢⅝╢ ⁸

∕─ ─╖ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

ᵔ  

⌐╟╢ ⅝─ ⅜ ─ ⌐ ∆╢↓≤⅜≢⅝⌂™≤ ╕╣╢ │ ⅝

─ ⅜ ≤⌂∫√ │⁸ ╛⅛⌐₈ ₉╩ ⇔⁸ ─ ╩ ↑≡ↄ∞↕™⁹ 

ₒ ─ ₓ 

  

1   
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ᵕ  

9 ─ ⅝─ ⁸7 ⅛╠9 ╕≢─ ⅝ ⁸ ⅝─ ┘

─ ╩₈ ₉⌐╟╡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

╕√⁸ ⅝╩ ⇔√ ≡─ ⌐≈™≡⁸ ₁─ ⅝ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢₈ ⅝

₉╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ₒ ⁸ ₓ 

 5 11 17 17  

 

  

1   

2 ⅝  β 

β ⅝╩ ⇔√ ≡─ ⌐≈™≡⁸₈ᵑ ⌂≥₉⁸₈ᵒ ₉⁸₈ᵓ ─ ⅝

─ ⅝ ─ ה ⅝ ₉⁸₈ᵔ ⅝ ─ ₉╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢

╩ ⇔⁸ ⁸ ≡⌐♃כ♦ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ │⁸ ₈ ⅝ ₉╩ ⇔

≡ ™√∞ↄ⅛⁸ ⅜ ∆╢◦☻♥ⱶ ⅛╠ ─♃כ♦╢╣↕ ≢╙ ⇔ ⅎ№╡

╕∑╪⁹ 

 

ᵖ  

≤ ⅝ ─ ⁸ ╩╙≤⌐ ⅜ ⌐ ╪∞

⌐≈™≡ ⅝─ ⅜ ≢⅝╢ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ₒ ⌐⅔↑╢ ₓ 

 

1 
⅝─ ╩ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢ ╛ Web ─ ⇔⁸ ─ ⇔⁸◦☻♥

ⱶ ─Ɫכ♪◖Ⱨכ ♩♇ꜛ◦fiכꜞ◒☻  

 

ᵗ ™ ─  

─ ⁸ ─ ⌂ ⅜ ╘╠╣√ ⌐ ⇔≡⁸ ╩ ⇔╕∆⁹ 

 

 ⅔ ™ ╦∑  

●☻ ●☻  

 

 

ה ╩ ↄ  

 



 

 

֘ ─ ⅝─ ֙ β ╩ ℮ ⁸ ⌐ ∆╢ ⌐ ↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

⅜ ∆╢₈ ●☻

₉⌐╟╡⁸7 ⅛╠9 ─ ─

⅛╠⁸ 1,500 ╩ ⌐⁸ 4,500

╩ ⅝⇔╕∆⁹ 

 

     

 

              

⅜ ∆╢₈ ●☻

₉⌐╟╡⁸7 ⅛╠9 ─ ─

⅛╠⁸ 1,500 ╩ ⌐⁸ 4,500

╩ ⅝⇔╕∆⁹ 

 

     

 

              

⅜ ∆╢₈ ●☻

₉⌐╟╡⁸7 ⅛╠9 ─ ─

⅛╠⁸ 1,500 ╩ ⌐⁸ 4,500

╩ ⅝⇔╕∆⁹ 

 

     

 

              

⅜ ∆╢₈ ●☻

₉⌐╟╡⁸7 ⅛╠9 ─ ─

⅛╠⁸ 1,500 ╩ ⌐⁸ 4,500

╩ ⅝⇔╕∆⁹ 

 

     

 

              

⅜ ∆╢₈ ●☻

₉⌐╟╡⁸7 ⅛╠9 ─ ─

⅛╠⁸ 1,500 ╩ ⌐⁸ 4,500

╩ ⅝⇔╕∆⁹ 

 

     

 

              

⅜ ∆╢₈ ●☻

₉⌐╟╡⁸7 ⅛╠9 ─ ─

⅛╠⁸ 1,500 ╩ ⌐⁸ 4,500

╩ ⅝⇔╕∆⁹ 

 

     

 

              

⅜ ∆╢₈ ●☻

₉⌐╟╡⁸7 ⅛╠9 ─ ─

⅛╠⁸ 1,500 ╩ ⌐⁸ 4,500

╩ ⅝⇔╕∆⁹ 

 

     

 

              

⅜ ∆╢₈ ●☻

₉⌐╟╡⁸7 ⅛╠9 ─ ─

⅛╠⁸ 1,500 ╩ ⌐⁸ 4,500

╩ ⅝⇔╕∆⁹ 

 

     

 

              

⅜ ∆╢₈ ●☻

₉⌐╟╡⁸7 ⅛╠9 ─ ─

⅛╠⁸ 1,500 ╩ ⌐⁸ 4,500

╩ ⅝⇔╕∆⁹ 

 

     

 

              

⅜ ∆╢₈ ●☻

₉⌐╟╡⁸7 ⅛╠9 ─ ─

⅛╠⁸ 1,500 ╩ ⌐⁸ 4,500

╩ ⅝⇔╕∆⁹ 

 

     

 

              



様式１－１ 

 

令和  年  月  日 

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業 事務局 様 

 

ṅ ᾉͥ͡ϹІ ὖᾚⱧỘ ⱧỘּי  

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業への登録について、岐阜県ＬＰガス負担軽減事業取扱要領に基づき、関係

書類を添えて、下記のとおり申請します。 

 

フリガナ  

事業者名  

代表者役職  

フリガナ  

代表者氏名  

住所 

（本社） 

〒   －     

 

登録番号  

値引き対象となる「一般消費者等」の契約件数（６月１日時点）  件 

 上記の件数の内、コミュニティーガスの契約件数  件 

担当者の情報を記入（上段と同じ場合は「同上」と記す） 

所属部署  

フ リ ガ ナ  

担当者氏名  

住所 

（担当者宛先） 

〒   －     

 

連絡先 

電話番号  ＦＡＸ番号  

メールアドレス 
（電子メールでの手続きを希望する場合は必須） 

 

手続き方法 
(手続き方法は原則電子メールとし、やむを得ない場合のみ郵送を選択してください) 

□ 電子メール          □ 郵送 

※１ 登録申請は支店、営業所等ではなく、本社名で申請すること。 

※２ 契約件数は支店、営業所等を含め、条件に当てはまる契約件数の合計を記入すること。 

※３ 登録番号が確認できる「液化石油ガス販売事業者登録簿」の写し又は、「標識」の写真を添付すること。 

 

「液化石油ガス販売事業者登録簿」の写し又は、「標識」の写真の添付チェック 



様式１－２ 

 

 

ṅ ᾉͥ͡ϹІ ὖᾚⱧỘ ₅ ᶎ  

 
 

金融機関名  
銀行 ・ 金庫 ・ 組合 ・ 農協 ・ 

漁協 

支店名  
本店 ・ 支店 ・ 出張所 ・ 

 本所 ・ 支所 
※ゆうちょ銀行の支店名は３桁の漢数字です 

預金種類 

口座番号 

（該当に○） 

１.普通 ２.当座 ３.その他（           ）        

口座名義人 

(カタカナで記入) 
 

※１ 口座番号が６桁以下の場合、始めに「０」を記載してください。 

※２ 必ず申請者名義の口座を指定してください（申請者が法人の場合は当該法人の口座に限ります）。

また、通帳等に記載のとおり正確に記入してください。 

※３ 通帳の表紙及び、表紙をめくった見開きページ全体の両方が確認できるものを添付すること。 

※４ ネット銀行の場合、上記の記入内容が確認できる口座情報照会画面などの写しを添付すること。 

 

 

【通帳の表側（イメージ）】         【通帳の見開きページ（イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通帳の表紙及び、表紙をめくった見開きページ全体の写しの添付チェック 

 

 



様式１－３ 

 

 

ṅ ᾉͥ͡ϹІ ὖᾚⱧỘ Ⱨ Ӫ  

 

当社は、岐阜県ＬＰガス負担軽減事業（以下「本事業」という。）におけるＬＰガス販売事業者として

の登録申請にあたり、岐阜県ＬＰガス負担軽減事業取扱要領（以下「要領」という。）を確認し、内容を

理解しました。 

特に、次に記す誓約事項について遵守できなかった場合は、本事業の実施に係る費用（以下「事業費」

という。）の一部又は全部が受給できなくなることに加え、賠償請求の実施又は刑事告発等の法的措置の

対象となる場合があることを同意のうえ、申請いたします。 

 

 

本事業について、以下の点を確認し同意いたします。 

※ 同意する場合、上記枠内にチェックを入れて提出すること 

 

 ̧ 不正な事業費の受給防止に係る誓約事項 (別紙１) 

 ̧ 反社会的勢力排除に係る誓約事項 (別紙 2) 

 ̧ 個人情報の取り扱いに係る同意事項 (別紙 3) 

 ̧ 事業遂行上の課題・懸念等に対して事務局に事前報告し、事務局の決

定事項に最大限協力すること 

 ̧ 要領及び事務局からの指示に従うこと 

 

 

 



様式１－３ 別紙１ 

 

 

σⱧỘ χ ẚ ♁τἰϥ Ⱨ 

 

当社は、事業費の受給にあたり、この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不

利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

（１）当社は、岐阜県ＬＰガス負担軽減事業事務局（以下、「事務局」という。）の求めに応じ、適切な  

ＬＰガス料金の値引きの実施及びその証憑等の提出に協力します。 

（２）当社は、当社の帰責の有無に関わらず、不正な事業費の受給に該当する可能性があると事務局が判

断する場合は、その調査が完了するまで当該事業費の金額の戻入または支払い保留等が発生する

ことについて同意します。 

（３）当社は、上記に該当する他、不正な事業費の受給が発生しないよう、県及び事務局の求めに応じて、

調査や不正防止措置に協力することに同意します。 

（４）当社は、架空の申請や水増し報告等の不正請求※１、不適切な行為※２等は行いません。 

（５）当社は、不正が判明した場合には、賠償請求の実施又は刑事告発等の法的措置の対象となる場合が

あることについて、同意します。 

 

 

※１：不正請求について 

偽りその他不正の行為（詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法（明治 40 年法律第 45 号）各条文に規定す

るものをいう。）に触れる行為の他、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に申請

又は報告情報等に虚偽の記入を行い又は偽りの証明を行うことにより、本来受けることができない金

銭の支払いを受け、又は受けようとすること。 

 

※２：不適切な行為 

① 事業費相当分をあらかじめ単価に上乗せする等、本来の価格が不適切に設定されていること 

② 支援対象期間に合わせた値上げを故意的に行うこと 

③ 価格について、事業費による値引きの事実を記載せずに営業資料の料金表示に用いること 

 

以上 

 

 



様式１－３ 別紙２ 

 

 

ᵓזּ τἰϥ Ⱨ 

 

当社は、事業費の受給に当たって、また、本事業の実施期間内及び完了後においては、当社の代表者、

役員又は使用人その他従業員若しくは構成員等（以下、「役員等」という。）が下記のいずれにも該当しな

いことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被

ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団

対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）役員等が暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるな

ど、暴力団がその経営若しくは運営に実質的に関与している 

（３）役員等が暴力団員であることを知りながらこれを使用し、若しくは雇用している 

（４）役員等がその属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経

過しない者をいう。以下同じ。）を利用している 

（５）役員等が暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど、直接

的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している 

（６）役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している 

（７）役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを

知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している 

 

以上 

 



様式１－３ 別紙３ 

 

 

 

ᾤ χ︡ϤӌΜτἰϥ ӪⱧ 

 

当社は、本事業への登録及び事業費の支給の申請にあたり、以下の事項を確認し同意します。 

 

記 

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業事務局（以下、「事務局」という。）は、本事業の実施に必要な範囲で、  

ＬＰガス販売事業者が提供する個人情報を取り扱うものとします。なお事務局は、ＬＰガス販売事業者が

提供する情報を事業の終了後５年間保管し、事務局業務に必要な範囲内で自ら使用すること及び第三者

等に提供することができます。また、事務局及び岐阜県は、ＬＰガス販売事業者が提供する情報につい

て、統計的に処理したデータを公表することがあります。 

 

以上 

 

 

 



様式２ 

 

令和  年  月  日 

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業 事務局 様 

 

ṅ ᾉͥ͡ϹІ ὖᾚⱧỘ ᵵ▄ Ẑ  

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業の実施にあたり、利用料金の値引きの原資を事業完了前に必要とする場

合のみ提出してください。（概算払いが必要ない事業者は提出不要） 

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業における値引きの原資の概算払いについて、岐阜県ＬＰガス負担軽減事

業取扱要領に基づき、関係書類を添えて下記のとおり請求します。 

 

事業者名  

代表者職氏名  

電話番号  

 

͍ ᵵ▄ ΜϬṆ βϥṍḧ 

 月使用分 

※ 7月、8月のいずれかを記入 

 

͎ ᵵ▄ ΜϬ ρβϥ  

（概算払いが必要な理由を簡潔に記入してください。） 

 

 

͏ ᵵ▄ Ẑᶛˢ▄ ⱫϬ► βϥάρˣ 

① 登録申請書に記入した契約件数  件 

概算請求額（① × 1,500円を上限）  円 

 

͐ ˢ1ᴗ χ ẐⱲχϙʺ2ᴗ ψ ˣ 
登録申請書に記入した契約件数の内訳について、契約者を識別可能な「① 管理番号など」、「② 市町村

名」を確認することができる資料を作成し、原則、電子データにて提出してください。資料は、別添「契
約者一覧表」を使用して作成いただくか、事業者が利用するシステム等から出力されるデータの添付でも
差し支えありません。 

上記の書類添付チェック 



 

 

ṅ ᾉͥ͡ϹІ ὖᾚⱧỘ Ἰ ԁיּ  ̞ ꜠͎χ Ɫ  

No Ḛ ‹σς ◕  

1 123-45-67890 ṅ ◕ 

2 111-22-33333 ᶀ◕ 

3 567-99-87654 ᶆ ᾖ◕ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     



様式３ 

 

令和  年  月  日 

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業 事務局 様 

 

ṅ ᾉͥ͡ϹІ ὖᾚⱧỘ ḧם   

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業について、利用料金の値引きを実施したため、岐阜県ＬＰガス負担軽減事

業取扱要領に基づき、関係書類を添えて下記のとおり報告します。 

 

事業者名  

担当者氏名  

電話番号  

 

͍ Ὦ 

 月使用分 

※ 7月、8月のいずれかを記入 

 

͎ ԏΦΰθἸ Ὧ  

 件 

 

͏ ԏΦΰθỲᶛχ ᶛˢ▄ ⱫϬ► βϥάρˣ 

 円 

※ 税抜きの金額を記入してください。 

 

͐ ˢ7Ὦ χ ḧם Ⱳχϙˣ 

支援対象者に対する「値引きの周知※１」及び「値引き額の明示※２」の実施を確認することができる書

類等のサンプルを１つ添付してください。 

※１ 周知を行った際のハガキや案内文の写し、案内メール本文の打出し等 

※２ 検針票、請求書、領収書、Web明細の写し等 

※３ 「値引きの周知」と「値引き額の明示」を１つの書類（検針票など）で同時に確認できる場合、

その書類のみ添付してください。 

「値引きの周知」に係る確認書類添付チェック 

「値引き額の明示」に係る確認書類添付チェック 



様式４ 

 

令和  年  月  日 

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業 事務局 様 

 

ṅ ᾉͥ͡ϹІ ὖᾚⱧỘ Ⱨᾮ   

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業について、本事業による利用料金の値引きの実施が困難となりましたの

で、岐阜県ＬＰガス負担軽減事業取扱要領に基づき、下記のとおり報告します。 

 

事業者名  

担当者氏名  

電話番号  

 

͍ Ⱨᾮχ  

（本事業の実施が困難になった理由を記入してください。） 

 

 

͎ ⱧỘχם☼ ệ 

（現時点までの本事業の実施状況を記入してください。） 

 

 

 

 



様式５ 

 

令和  年  月  日 

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業 事務局 様 

 

ṅ ᾉͥ͡ϹІ ὖᾚⱧỘ ḁ  έ ▄ Ẑ  

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業について、利用料金の値引きがすべて完了したため、岐阜県ＬＰガス負担

軽減事業取扱要領に基づき、関係書類を添えて下記のとおり報告します。 

 

事業者名  

代表者職氏名  

電話番号  

 

͍ Ỳχ ԏΦם ρ ԏΦχᾖⱢχ ▄ 

７月使用分（ ８月検針分）  件  円 

８月使用分（ ９月検針分）  件  円 

９月使用分（１０月検針分）  件  円 

① 値引き金額の合計（税抜き）  円 

② 7月使用分の概算払受給額（該当する事業者のみ記入）  円 

③ 8月使用分の概算払受給額（該当する事業者のみ記入）  円 

値引きの原資の精算金額（①－②－③）  円 

※ 7月使用分と 8月使用分は、中間実績報告書で報告した数値と同じ数値になります。 

 

͎ Ⱨ χ ▄ 

④ 値引きを実施した契約件数  件 

事務負担費用の精算金額（④×110円）  円 

※ 3か月間継続して値引きを実施した契約者を「1件」としてカウントします。 
※ 新規契約や解約により、一部の期間のみ値引きを実施した契約者も「1件」としてカウントします。 
※ 事務負担費用の上限は 330万円(税込)となります。（3万件以上の契約者に値引きを実施した場合） 

 

͏  

上記２の④で記入した契約件数について、値引きを実施した全ての契約者の「① 管理番号など」、「② 
市町村名」、「③ 各月の値引きの実施状況（値引き前後の額・値引き額）」、「④ 値引き金額の合計」を確
認することができる資料を作成し、原則、電子データにて提出してください。資料は、別添「値引き実績
一覧表」を使用して作成いただくか、事業者が利用するシステム等から出力されるデータの添付でも差し
支えありません。 

上記の資料添付チェック



 

 

ṅ ᾉͥ͡ϹІ ὖᾚⱧỘ ԏΦם ԁ  
 

̞ ꜠͑χ Ɫ  
   

No ᵑḚ ‹σς ᵒ◕  

ᵓᶆὮχ ԏΦχם☼ ệˢỲᶛψβϓο ΦᴣᶊπṜ βϥάρˣ 

ᵔ›ὓ 7Ὦ► ˢ8Ὦᾁ ˣ 8Ὦ► ˢ9Ὦᾁ ˣ 9Ὦ► ˢ10Ὦᾁ ˣ 

ԏΦ  ԏΦῇ ԏΦᶛ ԏΦ  ԏΦῇ ԏΦᶛ ԏΦ  ԏΦῇ ԏΦᶛ 

1 123-45-67890 ṅ ◕ 8,000 6,500 1,500 5,500 4,000 1,500 6,100 4,600 1,500 4,500 

2 111-22-33333 ᶀ◕ 1,200 0 1,200 3,400 1,900 1,500 1,000 0 1,000 3,700 

3 567-99-87654 ᶆ ᾖ◕ 0 0 0 16,000 13,000 3,000 7,000 5,500 1,500 4,500 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         
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様式１－１ 

 

令和５年〇月○○日 

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業 事務局 様 

 

ṅ ᾉͥ͡ϹІ ὖᾚⱧỘ ⱧỘּי  

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業への登録について、岐阜県ＬＰガス負担軽減事業取扱要領に基づき、関係

書類を添えて、下記のとおり申請します。 

 

フリガナ カブシキガイシャ ギフショウジ 

事業者名 株式会社 岐阜商事 

代表者役職 代表取締役 

フリガナ ギフ タロウ 

代表者氏名 岐阜 太郎 

住所 

（本社） 

〒５００－８５７０ 

岐阜県岐阜市○○町〇－〇－〇 

登録番号 岐阜県知事第○○○○○○○○○○○○号 

値引き対象となる「一般消費者等」の契約件数（６月１日時点）  件 

 上記の件数の内、コミュニティーガスの契約件数  件 

担当者の情報を記入（上段と同じ場合は記入不要） 

所属部署 経理部 

フ リ ガ ナ ギフ イチロウ 

担当者氏名 岐阜 一郎 

住所 

（担当者宛先） 

〒   －     

同上 

連絡先 

電話番号 058-〇〇〇-〇〇〇〇 ＦＡＸ番号 058-〇〇〇-〇〇〇〇 

メールアドレス 
（電子メールでの手続きを希望する場合は必須） 

gifusyhoji@sample.jp 

手続き方法 
(手続き方法は原則電子メールとし、やむを得ない場合のみ郵送を選択してください) 

✓ 電子メール          □ 郵送 

※１ 登録申請は支店、営業所等ではなく、本社名で申請すること。 

※２ 契約件数は支店、営業所等を含め、条件に当てはまる契約件数の合計を記入すること。 

※３ 登録番号が確認できる「液化石油ガス販売事業者登録簿」の写し又は、「標識」の写真を添付すること。 

 

「液化石油ガス販売事業者登録簿」の写し又は、「標識」の写真の添付チェックᾜ 

日付の記入漏れに注意ください 

すべての書類で押印は不要です。 

支店や営業所等ではなく本社名を記入ください。 

本社の住所を記入ください。 

登録簿又は標識に記載の番号と 

一致させてください。 

上段で記入した住所と同様の場合は「同上」と記載。 

原則メールでの書類提出をお願いします。 

契約数（メーター数）の合計を記入ください。 

添付書類の確認のためのチェックをお願いします。 

法人の場合のみ 

コミュニティーガスの件数が含まれる場合、その内訳を記入ください。 



様式１－２ 

 

ṅ ᾉͥ͡ϹІ ὖᾚⱧỘ ₅ ᶎ  

 
 

金融機関名 岐阜銀行 
銀行 ・ 金庫 ・ 組合 ・ 農協 ・ 

漁協 

支店名 岐阜支店 
本店 ・ 支店 ・ 出張所 ・ 

 本所 ・ 支所 
※ゆうちょ銀行の支店名は３桁の漢数字です 

預金種類 

口座番号 

（該当に○） 

１.普通 ２.当座 ３.その他（          ） 0 1 2 3 4 5 6 

口座名義人 

(カタカナで記入) 
カブシキガイシャ ギフショウジ 

※１ 口座番号が６桁以下の場合、始めに「０」を記載してください。 

※２ 必ず申請者名義の口座を指定してください（申請者が法人の場合は当該法人の口座に限ります）。

また、通帳等に記載のとおり正確に記入してください。 

※３ 通帳の表紙及び、表紙をめくった見開きページ全体の両方が確認できるものを添付すること。 

※４ ネット銀行の場合、上記の記入内容が確認できる口座情報照会画面などの写しを添付すること。 

 

【通帳の表側（イメージ）】         【通帳の見開きページ（イメージ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通帳の表紙及び、表紙をめくった見開きページ全体の写しの添付チェック ᾜ 

添付書類の確認のためのチェックをお願いします。 

丸の付け忘れに注意ください。 

銀行名、支店名、口座番号等にミスがあると入金までに相応の時間を要します。 

記入ミスがないよう注意してください。 

通帳に記載されている口座名義人欄と 

相違ないよう記入ください。 



様式１－３ 

 

 

ṅ ᾉͥ͡ϹІ ὖᾚⱧỘ Ⱨ Ӫ  

 

当社は、岐阜県ＬＰガス負担軽減事業（以下「本事業」という。）におけるＬＰガス販売事業者として

の登録申請にあたり、岐阜県ＬＰガス負担軽減事業取扱要領（以下「要領」という。）を確認し、内容を

理解しました。 

特に、次に記す誓約事項について遵守できなかった場合は、本事業の実施に係る費用（以下「事業費」

という。）の一部又は全部が受給できなくなることに加え、賠償請求の実施又は刑事告発等の法的措置の

対象となる場合があることを同意のうえ、申請いたします。 

 

 

本事業について、以下の点を確認し同意いたします。 

※ 同意する場合、上記枠内にチェックを入れて提出すること 

 

 ̧ 不正な事業費の受給防止に係る誓約事項 (別紙１) 

 ̧ 反社会的勢力排除に係る誓約事項 (別紙 2) 

 ̧ 個人情報の取り扱いに係る同意事項 (別紙 3) 

 ̧ 事業遂行上の課題・懸念等に対して事務局に事前報告し、事務局の決

定事項に最大限協力すること 

 ̧ 要領及び事務局からの指示に従うこと 

 

 

 

 

ᾜ 

別紙の誓約事項を必ずご確認の上、チェックをお願いします。 



様式２ 

 

令和５年〇月〇〇日 

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業 事務局 様 

 

ṅ ᾉͥ͡ϹІ ὖᾚⱧỘ ᵵ▄ Ẑ  

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業の実施にあたり、利用料金の値引きの原資を事業完了前に必要とする場

合のみ提出してください。（概算払いが必要ない事業者は提出不要） 

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業における値引きの原資の概算払いについて、岐阜県ＬＰガス負担軽減事

業取扱要領に基づき、関係書類を添えて下記のとおり請求します。 

 

事業者名 株式会社 岐阜商事 

代表者職氏名 代表取締役 岐阜 太郎 

電話番号 058-〇〇〇-〇〇〇〇 

 

͍ ᵵ▄ ΜϬṆ βϥṍḧ 

７ 月使用分 

※ 7月、8月のいずれかを記入 

 

͎ ᵵ▄ ΜϬ ρβϥ  

（概算払いが必要な理由を簡潔に記入してください。） 

（記載例）経済的な負担が大きく、自己資金のみでの値引きの実施が困難なため。 

 

͏ ᵵ▄ Ẑᶛˢ▄ ⱫϬ► βϥάρˣ 

① 登録申請書に記入した契約件数 ５００ 件 

概算請求額（① × 1,500円を上限） ７５０，０００ 円 

 

͐ ˢ1ᴗ χ ẐⱲχϙʺ2ᴗ ψ ˣ 
登録申請書に記入した契約件数の内訳について、契約者を識別可能な「① 管理番号など」、「② 市町村

名」を確認することができる資料を作成し、原則、電子データにて提出してください。資料は、別添「契
約者一覧表」を使用して作成いただくか、事業者が利用するシステム等から出力されるデータの添付で
も差し支えありません。 

上記の書類添付チェック 

日付の記入漏れに注意ください 

登録申請書に記載した代表者と連絡先を記入ください。 

値引きの実施にあたり、 

値引きの原資の前払いが必要な理由を記載ください。 

登録申請書と同じ数値を記入ください。 

①×1,500円を上限とし、 

それ以下の金額を記入ください。 

別添「契約者一覧表」の記入例をご確認ください。 
ᾜ 

添付書類の確認のためのチェックをお願いします。 



様式３ 

 

令和５年〇月○○日 

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業 事務局 様 

 

ṅ ᾉͥ͡ϹІ ὖᾚⱧỘ ḧם   

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業について、利用料金の値引きを実施したため、岐阜県ＬＰガス負担軽減事

業取扱要領に基づき、関係書類を添えて下記のとおり報告します。 

 

事業者名 株式会社 岐阜商事 

担当者氏名 岐阜 一郎 

電話番号 058-〇〇〇-〇〇〇〇 

 

͍ Ὦ 

７ 月使用分 

※ 7月、8月のいずれかを記入 

 

͎ ԏΦΰθἸ Ὧ  

４９５ 件 

 

͏ ԏΦΰθỲᶛχ ᶛˢ▄ ⱫϬ► βϥάρˣ 

７４２，５００ 円 

※ 税抜きの金額を記入してください。 

 

͐ ˢ7Ὦ χ ḧם Ⱳχϙˣ 

支援対象者に対する「値引きの周知※１」及び「値引き額の明示※２」の実施を確認することができる書

類等のサンプルを１つ添付してください。 

※１ 周知を行った際のハガキや案内文の写し、案内メール本文の打出し等 
※２ 検針票、請求書、領収書、Web明細の写し等 
※３ 「値引きの周知」と「値引き額の明示」を１つの書類（検針票など）で同時に確認できる場合、

その書類のみ添付してください。 

「値引きの周知」に係る確認書類添付チェック 

「値引き額の明示」に係る確認書類添付チェック

日付の記入漏れに注意ください 

登録申請書に記載した担当者名と連絡先を記入ください。 

ᾜ 

実際に値引きを行った件数を記入ください。 

（登録申請時からの契約件数の増減も考慮した数） 

すべての契約者に対して 1,500円の値引きを行った場合、 

「２で記載の件数」×1,500円の金額を記入ください。 

利用料金が 1,500円未満や複数月まとめての値引き等により、 

値引き額が 1,500円以外の契約者がいる場合、 

値引き額の合計を計算の上、記入してください。 

添付書類の確認のためのチェックをお願いします（７月分の報告時のみ）。 

「値引きの周知」と「値引き額の明示」の実施が確認できる書類をそれぞれ添付ください。 

１つの書類（検針票等）で両方が確認できる場合、その書類のみの添付してください。 

ᾜ 



様式４ 

 

令和５年〇月〇〇日 

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業 事務局 様 

 

ṅ ᾉͥ͡ϹІ ὖᾚⱧỘ Ⱨᾮ   

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業について、本事業による利用料金の値引きの実施が困難となりましたの

で、岐阜県ＬＰガス負担軽減事業取扱要領に基づき、下記のとおり報告します。 

 

事業者名 株式会社 岐阜商事 

担当者氏名 岐阜 一郎 

電話番号 058-〇〇〇-〇〇〇〇 

 

͍ Ⱨᾮχ  

（本事業の実施が困難になった理由を記入してください。） 

（記載例）経営状況の悪化により、ＬＰガス販売事業の継続が困難となったため。 

 

͎ ⱧỘχם☼ ệ 

（現時点までの本事業の実施状況を記入してください。） 

（記載例）７月使用分の値引きは実施済み、８月使用分の値引きは実施できていない。 

 

 

日付の記入漏れに注意ください 

登録申請書に記載した担当者名と連絡先を記入ください。 



様式５ 

 

令和５年〇月〇〇日 

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業 事務局 様 

 

ṅ ᾉͥ͡ϹІ ὖᾚⱧỘ ḁ  έ ▄ Ẑ  

 

岐阜県ＬＰガス負担軽減事業について、利用料金の値引きがすべて完了したため、岐阜県ＬＰガス負担

軽減事業取扱要領に基づき、関係書類を添えて下記のとおり報告します。 

 

事業者名 株式会社 岐阜商事 

代表者職氏名 代表取締役 岐阜 太郎 

電話番号 058-〇〇〇-〇〇〇〇 

 

͍ Ỳχ ԏΦם ρ ԏΦχᾖⱢχ ▄ 

７月使用分（ ８月検針分） ４９５ 件 ７４２，５００ 円 

８月使用分（ ９月検針分） ５１０ 件 ７６５，０００ 円 

９月使用分（１０月検針分） ５００ 件 ７５０，０００ 円 

① 値引き金額の合計（税抜き） ２，２５７，５００ 円 

② 7月使用分の概算払受給額（該当する事業者のみ記入） ７５０，０００ 円 

③ 8月使用分の概算払受給額（該当する事業者のみ記入） ７５０，０００ 円 

値引きの原資の精算金額（①－②－③） ７５７，５００ 円 

※ 7月使用分と 8月使用分は、中間実績報告書で報告した数値と同じ数値になります。 

 

͎ Ⱨ χ ▄ 

④ 値引きを実施した契約件数 ５１０ 件 

事務負担費用の精算金額（④×110円） ５６，１００ 円 

※ 3か月間継続して値引きを実施した契約者を「1件」としてカウントします。 
※ 新規契約や解約により、一部の期間のみ値引きを実施した契約者も「1件」としてカウントします。 
※ 事務負担費用の上限は 330万円(税込)となります。（3万件以上の契約者に値引きを実施した場合） 

 

͏  

上記２の④で記入した契約件数について、値引きを実施した全ての契約者の「① 管理番号など」、「② 
市町村名」、「③ 各月の値引きの実施状況（値引き前後の額・値引き額）」、「④ 値引き金額の合計」を確
認することができる資料を作成し、原則、電子データにて提出してください。資料は、別添「値引き実績
一覧表」を使用して作成いただくか、事業者が利用するシステム等から出力されるデータの添付でも差
し支えありません。 

上記の資料添付チェック 

日付の記入漏れに注意ください 

登録申請書に記載した代表者名と連絡先を記入ください。 

別添「値引き実績一覧表」の記入例をご確認ください。 

添付する値引き実績一覧表（表の行数）と一致させてください。 

７月と８月の件数と金額は 

中間実績報告の数値を記載ください。 

概算払請求を行っていない 

事業者は０円と記入ください。 

ᾜ 

添付書類の確認のためのチェックをお願いします。 


